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第 １ 回 有 識 者 会 議

次期埼玉県教育振興基本計画
について
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教育政策課教育政策課

内容を踏まえる

参酌する

参酌する

埼玉教育の振興に関する大綱（地教行法第1条の３）

策定主体：知事

・教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の目標や根本となる方針

次期埼玉県教育振興基本計画（教育基本法第17条第2項）

策定主体：埼玉県、埼玉県教育委員会

計画期間：令和６～１０年度の５年間

・本県における教育の振興のための施策に関する基本的な計画

・「埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例」による議決対象の計画

次期教育振興基本計画(国)（教育基本法第1７条第1項）

策定主体：政府

計画期間：令和５～９年度の５年間

・教育振興に関する施策の基本的な方針や講ずべき施策などに関する基本的な計画

１ 埼玉県教育振興基本計画について

次期埼玉県教育振興基本計画について
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次期埼玉県教育振興基本計画策定有識者会議

〇役割

・次期埼玉県教育振興基本計画原案への専門的見地からの意見

〇構成

・教育に関し識見がある１７名

〇その他

・議論が円滑に進むよう、ワーキングチームを設置可能

次期埼玉県教育振興基本計画

策定庁内委員会

〇役割

・次期埼玉県教育振興基本計画原案の作成

〇構成

・委員長 副教育長

・副委員長 教育局３部長

・委 員 教育局高校改革統括監、

教育局教育総務部副部長、

教育局１８課長、

知事部局１４課長、

警察本部１課長

総合教育会議

〇役割

・次期埼玉県教育振興基本計画原案に関する協議・調整

〇構成

・知事、教育長、教育委員

教育政策課

結果の反映

計画原案を提示

意見の反映

計画原案の提示

２ 次期計画策定に向けた検討体制

令和4年12月〇日
教育政策課次期埼玉県教育振興基本計画について
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次期埼玉県教育振興基本計画について

３ 次期埼玉県教育振興基本計画策定スケジュール
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（参考 埼玉教育の振興に関する大綱）
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